
平成２２年度京丹後市公共交通利用促進優良企業等認定事業 実施要領 
 

１ 趣旨 

  積極的なバス・鉄道等の利用促進に関する取り組みを通じて、地域の活性化に貢献す

る優良企業、団体等に対し、「京丹後市公共交通利用促進優良企業・団体」として京丹後

市長が認定し、その活動を広く発信することにより、地域の公共交通を支援する企業、

団体等を育て、公共交通の利用促進に対する市民意識の高揚を図る。 

   

２ 認定対象、認定条件 

  市内に事務所又は事業所等活動拠点を有する企業及び団体（以下、「企業等」という。）

のうち、以下の要件を全て満たすことを条件として、市長が優良と認める企業等を認定

する。 

＜認定条件＞ 

 （１） ノーマイカーデーの推進を行い、周知を図ること。 

（２） 認定後に、公共交通利用促進マネージャーを設け、取組状況の報告書の提出、さ

らには公共交通利用促進に関する地域の意識啓発（広報紙掲載等）に協力するこ

と。 

（３） 配布するＫＴＲの企画商品「ＫＴＲ無記名全線パス」を社用車替わりにモニター

利用し、ビジネスや出張等での利活用を図ること。 

 

３ 申請 

（１） 申請期間：平成 22 年 8 月 26 日～平成 23 年 3 月 31 日 

（２） 認定を受けようとする企業等は、「京丹後市公共交通利用促進優良企業等認定申

請書」（様式１）により、申請する。 

（３） 支店、出張所、支所等の単位での申請ができるものとする。 

 

４ 認定 

（１） 事務局は、認定申請書に記載の内容が、認定要件を満たしているか確認を行い、

５社を認定する。 

（２） 「京丹後市公共交通利用促進優良企業等認定申請書」（様式１）の取組状況及び計

画を確認のうえ、市長が優良と認める企業等について、「京丹後市公共交通利用促

進優良企業等認定証」（様式２）を交付する。 

 

５ 特典 

  ＫＴＲ宮津線開業 20 周年に際し、ＫＴＲの積極的な利用促進を図ることを目的に、「Ｋ

ＴＲ無記名全線パス（３か月）」を無料進呈する。 



 

  ＜ＫＴＲ無記名全線パスの紹介＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 公表 

（１） 認定企業等は、市ホームページ等により公表し、広く市民に周知を図るものとす

る。 

（２） 認定企業等は、認定を受けた旨の公表（表示を含む。）ができるものとする。 

 

７ 報告 

認定企業等は、事務局から要請があったときは、「京丹後市公共交通利用促進優良企業

等取組状況報告書」（様式３）により報告する。 

 

８ 認定の取り消し 

  認定企業等は、法令等の定めに反する行為または本制度の趣旨に反する行為を行った

ときは、認定を取り消されるものとする。 

 

９ 事務局 

  事務局は、京丹後市企画総務部企画政策課内に置く。 

 

10 その他 

  この要領に定めるもののほか、京丹後市公共交通利用促進優良企業等認定に関し必要

な事項は、別に定める。 

 

  附則 

 この要領は、平成２２年８月２６日から施行する。 


